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市有地（成羽町長地）を売ります
　市所有地の中で、未利用となっている次の土地について、一般競争入札により競売を実施します。

所在地
（地番） 地目 現況 数量

（実測値）
予定価格

（最低売払価格）

成羽町長地
1241番4 宅地 宅地 288.48㎡ 123,000円

　 　
　　　　■ 問い合わせ・申し込み　総務課庶務管財係 ☎� 0207

　

遺
族
の
方
が
年
金
と
し
て
受
給
す

る
生
命
保
険
金
の
う
ち
、
相
続
税
の

課
税
対
象
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て

は
、
所
得
税
の
課
税
対
象
に
な
ら
な

い
と
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
（
平

成
22
年
７
月
６
日
）
を
受
け
て
、
相

続
等
に
係
る
生
命
保
険
契
約
等
に
基

づ
く
年
金
の
税
務
上
の
取
扱
い
が
変

更
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
市
は
納
め
す
ぎ
と

な
っ
て
い
る
個
人
住
民
税
等
に
相
当

国民健康保険の
高齢受給者証を送付します

　国民健康保険高齢受
給者証（白色）の有効
期限は7月31日までと
なっていますが、自己
負担割合が4月1日以降
も据え置かれることに
なりました。
　これに伴い、現在『２
割（平成24年3月31日
までは1割）』負担の人
には、3月下旬に『１割』
と記載された新しい証
を送付します。

　現在お使いの証は、4月以降、保険課、各地域局
または地域市民センターへ返却をお願いします。
　なお、「3割」と記載された高齢受給者証は、引
き続き有効期限まで使用できます。

■ 問い合わせ
保険課健康保険係☎� 0258

年度始めの日曜日
　　　　に
市役所窓口を
開設します

  

  年度始めの時期は、
  市役所の窓口が大変混雑し
  利用者の皆さんに
  ご迷惑をお掛けすることもあります。
  このような状況を緩和し
  市民サービスの向上を図るため、
  下記の日程で休日窓口を開設し
  転入・転出などの住民異動の手続きや
  各種証明書の発行を行います。

 ◇ 開設日時　４月１日（日）
 　　　　　　  午前8時30分～午後5時15分
 ◇ 取扱業務

担当課
（問い合わせ） 主な業務

市民課戸籍住民係
☎�0252

住民異動（転入・転出・転居など）
住民票・戸籍・印鑑登録証明等の交付
国民年金の手続き
外国人登録申請の受付など

※�国の機関や他市町村に確認が必要な業務については、
対応ができない場合があります。

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
皆
さ
ま
へ

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交
付
申
請
を
　
手
続
き�

Ｑ
＆
Ａ

　

外
来
受
診
の
際
、
高
額
な
医
療
費

の
支
払
い
を
軽
減
す
る
制
度
が
、
４

月
１
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

３
月
末
ま
で
は
入
院
を
し
た
場
合

に
限
り
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
し
交

付
さ
れ
た
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

（
70
歳
以
上
の
人
は
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）
を
医

療
機
関
に
提
示
す
れ
ば
、
限
度
額
ま

で
の
窓
口
負
担
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
４
月
か
ら
は
外
来
の
場
合
で
も

適
用
さ
れ
ま
す
。

問　
ど
の
よ
う
な
人
が
申
請
を
し
た

ら
い
い
の
で
す
か
。

答　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
、「
70
歳
未
満
の
人
」
お
よ
び
「
70

歳
以
上
の
非
課
税
世
帯
の
人
」。
ま

た
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保

険
者
で
「
非
課
税
世
帯
の
人
」
で
す
。

問　
現
在
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
新
た
に
申
請

が
必
要
で
す
か
。

答　
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

認
定
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期

限
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

問　
外
来
な
ら
ど
こ
で
も
使
え
ま
す
か
。

答　
ひ
と
月
の
う
ち
、
同
一
医
療
機

関
で
外
来
受
診
さ
れ
た
際
に
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
も
の
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

同
じ
医
療
機
関
で
あ
っ
て
も
、
入

院
と
外
来
は
別
に
な
り
ま
す
。
70
歳

以
上
の
人
で
、
ひ
と
月
に
複
数
の
医

療
機
関
で
支
払
っ
た
医
療
費
を
合
計

し
た
も
の
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ど

お
り
後
日
「
高
額
療
養
費
」
と
し
て

お
返
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
に
滞
納
の
あ
る

世
帯
の
人
に
は
、「
認
定
証
」
を
交

付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
健
康
保
険

係
☎
�
０
２
５
８

●特記事項…対象地に残存している老朽化した住宅 2棟および付属物件を含みます。
●参加資格…個人および法人で、市内に住所を有しない人も参加できます。
　　　　　　２者以上の連名（共有）による申し込みも可能です。
●申込期間…３月 1６日㈮～４月 1０日㈫の午前９時～午後５時（閉庁日を除きます）
●入札日時…４月１８日㈬、午前 1０時
●申込方法…入札参加申込書、その他必要な書類を添えて、総務部総務課（市役所本庁 2階）　
　　　　　　へ提出してください。

す
る
額
を
特
例
還
付
金
と
し
て
交
付

す
る
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

　

特
例
還
付
金
の
交
付
を
受
け
る
た

め
に
は
、
税
務
署
で
の
特
別
還
付
金

の
請
求
手
続
き
と
は
別
に
、
市
へ
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
時
に
は
、
税
務
署
で

の
請
求
手
続
き
時
に
作
成
さ
れ
た
明

細
書
の
写
し
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
係

☎
�
０
２
１
４

個
人
住
民
税
等
の 

特
例
還
付
金

　
平
成
12
年
か
ら
17
年
ま
で
に
相
続
な
ど
に
よ
る

　
生
命
保
険
契
約
等
で
年
金
を
受
給
し
て
い
た
皆
さ
ま
へ 

（写真は受給者証の一部を
　掲載しています）

４月１日


